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　 現 在 、  恩 納 村 の 各 字  （ 各 区 ）  で は 、  １ 年 を 通 し て 様 々  な 村落 祭 祀 が 行 わ れ て  い ま す 。  か  つ  て 、  こ れ ら の 村 落 祭 祀 は 、  ノロ と 複 数 の 神 人 に よ  っ  て 執 り 行 わ れ ま し た 。  今 回 は ノ  ロ とい う 神 女 の 歴 史 や 性 格 を 紹 介 し  つ  つ 、  恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 につ  い  て み  て  い き た  い と 思 い ま す 。

【 ノ  ロ  と は 】

　 ノ  ロ  と い う 神 女 は グ ス ク 時 代 に 発 生 し た と い わ れ  て  い ま す 。  按 司 と い う
権 力 者 の ウ ナ イ  （ 女 き  ょ  う だ い ）  と し て 、  按 司 を 霊 的 に 守 護 す る と 同 時 にそ の 支 配 地 域 の 最 高 神 女 と し て 祭 祀 を 司 り ま し た 。  按 司 と ノ  ロ  に お け る地 域 支 配 体 制 は 、  琉 球 王 国 が 成 立 し た 後 も し ば ら く 続 き ま し た が 、  尚 真王 の 宗 教 改 革  （

1 5世 紀 末 頃 ）  に よ  っ  て 聞 得 大 君 を 頂 点 と す る 神 女 組 織 に

組 み 込 ま れ ま し た 。  そ し て 、  地 方 村 落 の 拝 所 か ら 国 王 の 長 寿 と 繁 栄 、  間 切役 人 と

一
般 農 民 の 守 護 と 果 報 、  農 作 物 の 豊 穣 な ど を 祈 願 し ま し た 。

　 １ ７ １ ３ 年 に 成 立 し た  『 琉 球 国 由 来 記 』  に よ る と 、  沖 縄 本 島 の ５ １ ０ の村 落 に 対 し 、  ノ  ロ  が ２ ４ ０ 人 い ま し た 。  単 純 計 算 す る と 、  ２  つ  の 村 落 に １ 人の 割 合 で ノ  ロ  が  い た こ と  に な り ま す 。【 恩 納 間 切 の ノ  ロ 】　 １ ６ ７ ３ 年 、  金 武 間 切 か ら ４ カ 村 、  読 谷 山 間 切 か ら ８ カ 村 を 分 割 し 、  計
1 2カ 村 を も  っ  て 恩 納 間 切 が 創 設 さ れ ま し た 。  恩 納 間 切 に は 、  ク ー ジ ヌ ー ル

（ 公 儀 ノ  ロ ）  と い う 首 里 王 府 か ら 公 認 さ れ た ３ 人 の ノ  ロ  と 、  シ  マ  ヌ  ル  （ 村 ノロ ）  と  い う 王 府 非 公 認 で あ り な が ら 村 落 レ  ベ  ル  で は 公 的 な 性 格 を 有 す る ２人 の ノ  ロ  が い ま し た 。  ５ 人 の ノ  ロ  は 、  表 １ の よ う に 村 落 を 分 担 し て 祭 祀 を司 り ま し た 。  『 琉 球 国 由 来 記 』  に は 、  ノ  ロ 以 外 に 根 神 や 居 神 と い う 神 役 が山 留 、  五 月  ・  六 月 ウ  マ  チ ー 、  年 浴 み 、  柴 差 し 、  ミ ヤ タ ネ  （ 種 籾 の 生 育 祈 願 ）  、カ  マ  マ  ー イ 、  芋 祭 り な ど の 祭 祀 に 参 加 し  て  い た こ と が 記 さ れ  て  い ま す 。

【 ノ  ロ  の 辞 令 書 】　 琉 球 王 国 時 代 、  ノ  ロ  が 就 任す る 際 は 、  首 里 王 府 か ら 辞 令書 が 発 給 さ れ 、  役 人 と し て の地 位 が 与 え ら れ ま し た 。  し かし 、  羽 地 朝 秀 が 摂 政  （ 首 里 王府 の 最 高 職 ）  に 就 任 す る と 、祭 政

一
致 の 体 制 か ら 脱 却 し 、

新 し い 王 府 機 能 を 確 立 さ せる た め 、  １ ６ ６ ７ 年 以 降 は 高官 や 重 職 に の み 辞 令 書 が 発給 さ れ 、  ノ  ロ を 含 め た 役 人 たち  へ  は 辞 令 書 が 発 給 さ れ ま せん で し た  （  『 球 陽 』  巻 ６ 、  尚 質王

2 0年 の 条 ）  。  辞 令 書 が も ら え

な く な  っ  た と は 言 え 、  ノ ロ が代 替 わ り し 新 た に 就 任 す る際 は 、  首 里 王 府 か ら の 許 可 が必 要 で 、  役 人 と し て の 性 格 は王 府 崩 壊 後 ま で 続 き ま し た 。表 ２ は 、  現 在 、  沖 縄 本 島 及 び周 辺 離 島 で 確 認 さ れ  て  い  る ノロ  の 辞 令 書 に な り ま す 。

【 恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書

】

　
表 ２ を 見 る と

、
２
と

1 2に
恩 納  ノ  ロ  の  辞 令

書
を

確
認 す る こ と が  で き ま す 。

両 辞 令 書  の 発 給 年

月 日  に 注 目 す る と 、

恩 納 間 切 が 創 設 さ

れ る

8 9年
前
と

1 5年 前

の  も  の  で

、
当 時 の 恩 納 ノ

ロ  は

金
武 間 切 恩 納 村 で 生 活 し て  い た こ と が 分 か

り ま す 。

ま た 、  琉 球 辞 令 書 は 形 式 上 、  ① 古

琉 球 辞 令 書
 ② 過 渡 期 辞 令 書

 ③ 近 世 辞 令

書 に 区 分 さ れ ま す が 、  ２ が ① 、

1 2が ② で あ

る こ と も 分 か り ま す 。　
両 辞 令 書 は 首 里 王 府 が ノ  ロ  を 任 命 す る た

め に 発 給 し た も の で す が 、  ノ  ロ  で あ  っ  た 母 から 娘  〔 原 文 で は  「 も と の の ろ の く わ 」  （ 元 の ノロ  の 子 ）  〕  に  ノ  ロ 職 が 継 承 さ れ  て  い  る こ と も 記さ れ  て  い ま す 。  高 良 倉 吉 は ノ  ロ 辞 令 書 の 特 徴と し て 、  「 母 親 が 受 け た 辞 令 書 は 母 の 死 去 とと も に 効 力 を 失 う も の  で あ り 、  娘 に 対 し て は全 く 別 の あ ら た な 効 力 を 有 す る 辞 令 書 が 必

要 だ  っ  た 」  と 解 説 し  て  い ま す 。　 現 時 点 に お  い  て 、  両 辞 令 書 の 原 本 は 確 認 さ れ  て  い ま せ ん が 、  １ ９ ５ ２ 年発 刊 の 島 袋 源

一
郎 著  『 伝 説 補 遺

 沖 縄 歴 史 』  だ け に そ れ ら の 写 真 が 掲 載 さ

れ て  い ま す  （ 写 真 参 照 ）  。  戦 後 発 刊 さ れ た 本 に 写 真 が 掲 載 さ れ て  い る と いう こ と は 、  恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 は 戦 禍 を 免 れ た の か 、  そ れ と も 戦 前 撮 影 し た写 真 を 使 用 し た の か 、  写 真 の 原 本 は ど こ に あ る の か 、  な ど い  ろ  い  ろ な 疑 問が 生 じ ま す 。【 博 物 館  へ  の 展 示 】
　 １ ９ ３ ６  （ 昭 和

1 1）  年 ７ 月 ４ 日 、  首 里 城 北 殿 に  「 郷 土 博 物 館 」  が 開 館 し ま

し た 。  郷 土 博 物 館 に ど の よ う な 資 料 が 所 蔵  ・  展 示 さ れ て  い た の か は 、  ２ 冊の 資 料 目 録  （ １ ９ ３ ６ 年 版  ・  １ ９ ３ ９ 年 版 ）  と 、

一
冊 の 栞  （ 内 容 か ら

1 9 3 8 年 版 か １ ９ ４ １ 年 版 ）  か ら 確 認 す る こ と が で き ま す 。  資 料 目 録に は  「 琉 球 藩 辞 令

 旧 藩 時 代 の 辞 令 書 各 種 」  と 記 さ れ 、  そ れ 以 上 の 情 報 は

あ り ま せ ん 。  栞 に は 、  恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 に 関 す る 翻 刻 文 が ２ 点 掲 載 さ れ 、万 暦

1 2（ １ ５ ８ ４ ）  年 の 辞 令 書 の 特 徴 と し て ① 書 に 精 通 し た 人 が 大 胆 に

書 き 流 し て  い  る

 ② 漢 字 を 使 用 せ ず 仮 名 を 使 用 し て  い  る

 ③ 国 王 か ら

一
人

の 神 職 に 対 し て 姓 を 使 わ ず 名 前 の み を 記 し て  い る 、  と 解

説 さ れ て  い ま す 。

ま た 、

順 治

1 5（ １  ６  ５  ８ ）  年  の  辞 令 書  に  つ  い  て  は 、

一
世 紀 を

下 る  と 次 第  に  漢

字 が

多 く な る 、  と 指 摘 さ れ  て  い ま す 。　 郷 土 博 物 館 は 、  太 平 洋 戦 争 の 影 響 で １ ９ ４ ３  （ 昭 和

1 8）  年 に 閉 館 、  個 人

所 有 の 収 蔵 品 は 返 却 し 、  館 所 蔵 の も の は 分 散 退 避 さ せ ま し た が 、  多 く の資 料 は 沖 縄 戦 で 焼 失 し た と  い  わ れ  て  い ま す 。　 恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 が ど の よ う な 経 緯 で 展 示 さ れ た の か 、  博 物 館 所 有 の資 料 だ  っ  た の か 、  個 人 所 有 の 借 用 資 料 だ  っ  た の か 、  原 本 は 戦 時 中 ど う な  った の か 、  今 回 の 資 料 調 査 で は 確 認 が と れ ま せ ん  で し た 。　 恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 に  つ  い  て 調  べ  る と 、  今 ま で 知 ら な か  っ  た 資 料 と の 出 会い が 多 く あ り 、  歴 史 的 な 事 実 が 明 ら か に な る と 同 時 に 課 題 も 多 く 見 つ かり ま し た 。  今 後 、  さ ら な る 資 料 調 査 を 行 い 、  課 題 を

一
つ ず  つ 解 決 し な が ら

恩 納 村 の 歴 史 を 記 録 し  て  い き た  い と 思 い ま す 。

金 武 間 切 恩 納 ノ ロ の 辞 令 書 左 ＝ 万 暦 1 2 （ 1 5 8 4 ） 年 右 ＝ 順 治 1 5 （ 1 6 5 8 ） 年

（ 島 袋 源 一 郎 著 『 伝 説 補 遺 沖 縄 歴 史 』1 9 5 2 年 発 刊 の 巻 頭 グ ラ ビ ア よ り ）

（ 注 ）  １ ６ ６ ６ 年 、  越 来 間 切 恩 納 村 は 、  美 里 間 切 創 設 に 伴 い 同 間 切 に 属 し た 。  １ ６ ７ ３ 年 に

恩 納 間 切 が 創 設 さ れ  る と 、  同 間 切 恩 納 村 と 区 別 す る た め  に 東 恩 納 と 改 称 さ れ た 。

し お り

ば ん れ き

ほ ん こ く ぶ ん

じ ゅ ん ち

1 5 広 報 お ん な 2 0 2 6. 3

恩 納 村 史

編 さ ん
だ よ り
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恩 納 ノ ロ の 辞 令 書 を め ぐ っ  て

　 現 在 、  恩 納 村 の 各 字  （ 各 区 ）  で は 、  １ 年 を 通 し て 様 々  な 村落 祭 祀 が 行 わ れ て  い ま す 。  か  つ  て 、  こ れ ら の 村 落 祭 祀 は 、  ノロ と 複 数 の 神 人 に よ  っ  て 執 り 行 わ れ ま し た 。  今 回 は ノ  ロ とい う 神 女 の 歴 史 や 性 格 を 紹 介 し  つ  つ 、  恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 につ  い  て み  て  い き た  い と 思 い ま す 。

【 ノ  ロ  と は 】

　 ノ  ロ  と い う 神 女 は グ ス ク 時 代 に 発 生 し た と い わ れ  て  い ま す 。  按 司 と い う
権 力 者 の ウ ナ イ  （ 女 き  ょ  う だ い ）  と し て 、  按 司 を 霊 的 に 守 護 す る と 同 時 にそ の 支 配 地 域 の 最 高 神 女 と し て 祭 祀 を 司 り ま し た 。  按 司 と ノ  ロ  に お け る地 域 支 配 体 制 は 、  琉 球 王 国 が 成 立 し た 後 も し ば ら く 続 き ま し た が 、  尚 真王 の 宗 教 改 革  （

1 5世 紀 末 頃 ）  に よ  っ  て 聞 得 大 君 を 頂 点 と す る 神 女 組 織 に

組 み 込 ま れ ま し た 。  そ し て 、  地 方 村 落 の 拝 所 か ら 国 王 の 長 寿 と 繁 栄 、  間 切役 人 と

一
般 農 民 の 守 護 と 果 報 、  農 作 物 の 豊 穣 な ど を 祈 願 し ま し た 。

　 １ ７ １ ３ 年 に 成 立 し た  『 琉 球 国 由 来 記 』  に よ る と 、  沖 縄 本 島 の ５ １ ０ の村 落 に 対 し 、  ノ  ロ  が ２ ４ ０ 人 い ま し た 。  単 純 計 算 す る と 、  ２  つ  の 村 落 に １ 人の 割 合 で ノ  ロ  が  い た こ と  に な り ま す 。【 恩 納 間 切 の ノ  ロ 】　 １ ６ ７ ３ 年 、  金 武 間 切 か ら ４ カ 村 、  読 谷 山 間 切 か ら ８ カ 村 を 分 割 し 、  計
1 2カ 村 を も  っ  て 恩 納 間 切 が 創 設 さ れ ま し た 。  恩 納 間 切 に は 、  ク ー ジ ヌ ー ル

（ 公 儀 ノ  ロ ）  と い う 首 里 王 府 か ら 公 認 さ れ た ３ 人 の ノ  ロ  と 、  シ  マ  ヌ  ル  （ 村 ノロ ）  と  い う 王 府 非 公 認 で あ り な が ら 村 落 レ  ベ  ル  で は 公 的 な 性 格 を 有 す る ２人 の ノ  ロ  が い ま し た 。  ５ 人 の ノ  ロ  は 、  表 １ の よ う に 村 落 を 分 担 し て 祭 祀 を司 り ま し た 。  『 琉 球 国 由 来 記 』  に は 、  ノ  ロ 以 外 に 根 神 や 居 神 と い う 神 役 が山 留 、  五 月  ・  六 月 ウ  マ  チ ー 、  年 浴 み 、  柴 差 し 、  ミ ヤ タ ネ  （ 種 籾 の 生 育 祈 願 ）  、カ  マ  マ  ー イ 、  芋 祭 り な ど の 祭 祀 に 参 加 し  て  い た こ と が 記 さ れ  て  い ま す 。

表 ２ 沖 縄 本 島 及 び 周 辺 離 島 で 確 認 さ れ て い る ノ ロ の 辞 令 書

【 ノ  ロ  の 辞 令 書 】　 琉 球 王 国 時 代 、  ノ  ロ  が 就 任す る 際 は 、  首 里 王 府 か ら 辞 令書 が 発 給 さ れ 、  役 人 と し て の地 位 が 与 え ら れ ま し た 。  し かし 、  羽 地 朝 秀 が 摂 政  （ 首 里 王府 の 最 高 職 ）  に 就 任 す る と 、祭 政

一
致 の 体 制 か ら 脱 却 し 、

新 し い 王 府 機 能 を 確 立 さ せる た め 、  １ ６ ６ ７ 年 以 降 は 高官 や 重 職 に の み 辞 令 書 が 発給 さ れ 、  ノ  ロ を 含 め た 役 人 たち  へ  は 辞 令 書 が 発 給 さ れ ま せん で し た  （  『 球 陽 』  巻 ６ 、  尚 質王

2 0年 の 条 ）  。  辞 令 書 が も ら え

な く な  っ  た と は 言 え 、  ノ ロ が代 替 わ り し 新 た に 就 任 す る際 は 、  首 里 王 府 か ら の 許 可 が必 要 で 、  役 人 と し て の 性 格 は王 府 崩 壊 後 ま で 続 き ま し た 。表 ２ は 、  現 在 、  沖 縄 本 島 及 び周 辺 離 島 で 確 認 さ れ  て  い  る ノロ  の 辞 令 書 に な り ま す 。

公 儀 ノ  ロ

恩 納 ノ  ロ山 田 ノ  ロ真 栄 田 ノ  ロ名 嘉 真 ノ  ロ安 富 祖 ノ  ロ

恩 納 村  ・  瀬 良 垣 村読 谷 山  （ 山 田 ）  村  ・  谷 茶 村  ・  冨 着 村  ・仲 泊 村  ・  久 良 波 村真 栄 田 村  ・  塩 屋 村  ・  与 久 田 村名 嘉 真 村安 富 祖 村

村 ノ  ロ
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万 暦 9 （ 1 5 8 1 ） 年 4 月 6 日

万 暦 1 2 （ 1 5 8 4 ） 年 5 月 1 2 日

万 暦 1 3 （ 1 5 8 5 ） 年 5 月 1 5 日

万 暦 2 9 （ 1 6 0 1 ） 年 1 1 月 9 日

万 暦 3 3 （ 1 6 0 5 ） 年 9 月 1 8 日

万 暦 3 5 （ 1 6 0 7 ） 年 7 月 1 5 日

天 啓 2 （ 1 6 2 2 ） 年 1 0 月 1 日

天 啓 5 （ 1 6 2 5 ） 年 4 月 2 0 日

隆 武 7 （ 1 6 5 1 ） 年 1 0 月 2 3 日

隆 武 8 （ 1 6 5 2 ） 年 2 月 5 日

順 治 1 0 （ 1 6 5 3 ） 年 8 月 2 8 日

順 治 1 5 （ 1 6 5 8 ） 年 7 月 2 8 日

順 治 1 8 （ 1 6 6 1 ） 年 1 月 1 3 日

康 熙 2 （ 1 6 6 3 ） 年 8 月 1 5 日

越 来 間 切 の 恩 納 ノ ロ

金 武 間 切 の 恩 納 ノ ロ

東 風 平 間 切 の 岸 本 ノ ロ

読 谷 山 間 切 の 座 喜 味 ノ ロ

今 帰 仁 間 切 の 中 城 ノ ロ

今 帰 仁 間 切 の 具 志 川 ノ ロ

羽 地 間 切 の 大 ノ ロ ク モ イ

羽 地 間 切 の 屋 我 ノ ロ

中 城 間 切 の 島 袋 ノ ロ

今 帰 仁 間 切 の 中 城 ノ ロ

久 米 島 ・ 具 志 川 間 切 の 具 志 川 ノ ロ

金 武 間 切 の 恩 納 ノ ロ

中 城 間 切 の よ き や ノ ロ

読 谷 山 間 切 の 城 ノ ロ

（ 注 ） う る ま 市 東 恩 納

恩 納 村 恩 納

八 重 瀬 町 世 名 城

読 谷 村 座 喜 味

今 帰 仁 村 諸 志

本 部 町 辺 名 地

名 護 市 仲 尾

名 護 市 饒 平 名

北 中 城 村 島 袋

今 帰 仁 村 諸 志

久 米 島 町 具 志 川

恩 納 村 恩 納

中 城 村 添 石

読 谷 村 座 喜 味

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

辞 令 書 の 記 述 情 報 備 　 考

発 給 年 月 日 島 ・ 間  切  と ノ ロ  名 現 在 の 市 町 村 字 名 原 本 写 本 写 真

【 恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書

】

　
表 ２ を 見 る と

、
２
と

1 2に
恩 納  ノ  ロ  の  辞 令

書
を

確
認 す る こ と が  で き ま す 。

両 辞 令 書  の 発 給 年

月 日  に 注 目 す る と 、

恩 納 間 切 が 創 設 さ

れ る

8 9年
前
と

1 5年 前

の  も  の  で

、
当 時 の 恩 納 ノ

ロ  は

金
武 間 切 恩 納 村 で 生 活 し て  い た こ と が 分 か

り ま す 。

ま た 、  琉 球 辞 令 書 は 形 式 上 、  ① 古

琉 球 辞 令 書
 ② 過 渡 期 辞 令 書

 ③ 近 世 辞 令

書 に 区 分 さ れ ま す が 、  ２ が ① 、

1 2が ② で あ

る こ と も 分 か り ま す 。　 両 辞 令 書 は 首 里 王 府 が ノ  ロ  を 任 命 す る たに 発 給 し た も の で す が 、  ノ  ロ  で あ  っ  た 母 か ら娘  〔 原 文 で は  「 も と の  の  ろ  の く わ 」  （ 元 の  ノ  ロ  の子 ）  〕  に ノ  ロ 職 が 継 承 さ れ て い る こ と も 記 され  て  い ま す 。  高 良 倉 吉 は ノ  ロ 辞 令 書 の 特 徴 とし て 、  「 母 親 が 受 け た 辞 令 書 は 母 の 死 去 と とも に 効 力 を 失 う も の  で あ り 、  娘 に 対 し て は 全く 別 の あ ら た な 効 力 を 有 す る 辞 令 書 が 必 要

だ  っ  た 」  と 解 説 し  て  い ま す 。　 現 時 点 に お  い  て 、  両 辞 令 書 の 原 本 は 確 認 さ れ  て  い ま せ ん が 、  １ ９ ５ ２ 年発 刊 の 島 袋 源

一
郎 著  『 伝 説 補 遺

 沖 縄 歴 史 』  だ け に そ れ ら の 写 真 が 掲 載 さ

れ て  い ま す  （ 写 真 参 照 ）  。  戦 後 発 刊 さ れ た 本 に 写 真 が 掲 載 さ れ て  い る と いう こ と は 、  恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 は 戦 禍 を 免 れ た の か 、  そ れ と も 戦 前 撮 影 し た写 真 を 使 用 し た の か 、  写 真 の 原 本 は ど こ に あ る の か 、  な ど い  ろ  い  ろ な 疑 問が 生 じ ま す 。【 博 物 館  へ  の 展 示 】
　 １ ９ ３ ６  （ 昭 和

1 1）  年 ７ 月 ４ 日 、  首 里 城 北 殿 に  「 郷 土 博 物 館 」  が 開 館 し ま

し た 。  郷 土 博 物 館 に ど の よ う な 資 料 が 所 蔵  ・  展 示 さ れ て  い た の か は 、  ２ 冊の 資 料 目 録  （ １ ９ ３ ６ 年 版  ・  １ ９ ３ ９ 年 版 ）  と 、

一
冊 の 栞  （ 内 容 か ら

恩 納 村 史  「 歴 史 編 」  専 門 委 員

 城 間

 義 勝

1 9 3 8 年 版 か １ ９ ４ １ 年 版 ）  か ら 確 認 す る こ と が で き ま す 。  資 料 目 録に は  「 琉 球 藩 辞 令

 旧 藩 時 代 の 辞 令 書 各 種 」  と 記 さ れ 、  そ れ 以 上 の 情 報 は

あ り ま せ ん 。  栞 に は 、  恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 に 関 す る 翻 刻 文 が ２ 点 掲 載 さ れ 、万 暦

1 2（ １ ５ ８ ４ ）  年 の 辞 令 書 の 特 徴 と し て ① 書 に 精 通 し た 人 が 大 胆 に

書 き 流 し て  い  る

 ② 漢 字 を 使 用 せ ず 仮 名 を 使 用 し て  い  る

 ③ 国 王 か ら

一
人

の 神 職 に 対 し て 姓 を 使 わ ず 名 前 の み を 記 し て  い る 、  と 解

説 さ れ て  い ま す 。

ま た 、

順 治

1 5（ １  ６  ５  ８ ）  年  の  辞 令 書  に  つ  い  て  は 、

一
世 紀 を

下 る  と 次 第  に  漢

字 が

多 く な る 、  と 指 摘 さ れ  て  い ま す 。　 郷 土 博 物 館 は 、  太 平 洋 戦 争 の 影 響 で １ ９ ４ ３  （ 昭 和

1 8）  年 に 閉 館 、  個 人

所 有 の 収 蔵 品 は 返 却 し 、  館 所 蔵 の も の は 分 散 退 避 さ せ ま し た が 、  多 く の資 料 は 沖 縄 戦 で 焼 失 し た と  い  わ れ  て  い ま す 。　 恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 が ど の よ う な 経 緯 で 展 示 さ れ た の か 、  博 物 館 所 有 の資 料 だ  っ  た の か 、  個 人 所 有 の 借 用 資 料 だ  っ  た の か 、  原 本 は 戦 時 中 ど う な  った の か 、  今 回 の 資 料 調 査 で は 確 認 が と れ ま せ ん  で し た 。　 恩 納 ノ  ロ  の 辞 令 書 に  つ  い  て 調  べ  る と 、  今 ま で 知 ら な か  っ  た 資 料 と の 出 会い が 多 く あ り 、  歴 史 的 な 事 実 が 明 ら か に な る と 同 時 に 課 題 も 多 く 見 つ かり ま し た 。  今 後 、  さ ら な る 資 料 調 査 を 行 い 、  課 題 を

一
つ ず  つ 解 決 し な が ら

恩 納 村 の 歴 史 を 記 録 し  て  い き た  い と 思 い ま す 。

表 １ 恩 納 間 切 創 設 時 に

お け る ノ ロ の 祭 祀 管 轄

か み ん ち  ゅ

あ じ

き え お お き み

し  ょ  う し ん

ね が み

い が み

や ま ど  ぅ  み

と し あ

し ば さ

た ね も み

い も ま つ

は  ね じ

ち  ょ  う し  ゅ  う

せ っ せ い

つ  か さ ど
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